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３．５国民の責務 

 

国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めると 

ともに、国または地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のため 

の施策に協力するよう努めなければなりません。（高齢者虐待防止法第４条） 

 また、高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者に対し、 

市町村への通報努力義務が規定されており、特に当該高齢者の生命または身体に重大な 

危険が生じている場合は、速やかに、市町村に通報しなければならないとの義務が課され 

ています（高齢者虐待防止法第７条）。 

 これは、虐待を受けたという明確な根拠がある場合だけでなく、虐待を受けたのではな 

いかと疑いを持つ情報を得た場合にも、早期に通報する必要があることを意味しています。 

 なお、この場合、虐待を受けたと「思われる」とは、一般的に「虐待があったと考える 

ことに合理性がある」という趣旨と解することができます。 

また、市町村は、地域住民及び関係機関等に対して通報の努力義務の周知を図り、虐待 

の早期発見につなげることが重要です。なお、通報等を受理した職員は、通報等した者を 

特定させるものを漏らしてはならないとされており（高齢者虐待防止法第８条）、通報者 

に関する情報が漏れることはないことも十分に周知します。 

 

３．６保健・医療・福祉関係者の責務 

 

高齢者の福祉に業務上または職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場に 

あることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければなりません（高齢者虐待防止法 

第５条第１項）。 

 また、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び高齢者虐待 

を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努める必要があります（同条第２項）。 

 これらの専門職は、高齢者の生活に身近で虐待の徴候などを知りうる立場にあること 

から、その職務上関わった状況に基づき、虐待のおそれに気がつき、早期に相・通報に 

つなげていただくことが強く期待されるとともに、市町村が虐待の有無の判断や緊急性の 

判断を行う際の必要な調査や情報収集における情報提供などの協力が不可欠です。 
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３．７養介護施設等の設置者、養介護事業者の責務 

 

養介護施設の設置者及び養介護事業を行う者は、従事者に対する研修の実施のほか、 

利用者や家族からの苦情処理体制の整備その他従事者等による高齢者虐待の防止のため 

の措置を講じなければなりません（高齢者虐待防止法第２０条）。 

また、養介護施設従事者等に対しては、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受け 

たと思われる高齢者を発見した際には、速やかにこれを市町村に通報しなければならない 

とあり、通報が義務として定められています（高齢者虐待防止法第２１条第１項）。 

 これは、養介護施設従事者等以外の者に対する通報努力義務（同条第３項）と異なり、 

養介護施設従事者等には重い責任が課されていることを意味します。 

 養介護施設等は、職員に対し、虐待発見時の通報義務、連絡先等の周知を行いことが 

必要です。経営者・管理者層は、虐待の未然防止、早期発見に努めるとともに、職員から 

の報告等により虐待（疑い）を発見した場合は、自ら通報義務を負うことを自覚する必要 

があります。 

 

１）虐待の未然防止・早期発見に向けた取組の推進（省令改正） 

 

令和６年４月から、全ての介護サービス施設・事業者の運営基準に基づく、高齢者 

虐待防止措置を義務とし、令和６年度の介護報酬改定において、当該措置を講じて 

いない場合に、基本報酬を減算する高齢者虐待防止措置未実施減算＊を導入しました。 

  ＊居宅療養管理指導及び特定福祉用具販売を除く 

 

また、有料老人ホームについても、設置運営標準指導指針に高齢者虐待防止措置に 

ついて規定しました。 

 ①虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置 

 ②虐待の防止のための指針の整備 

 ③介護職員その他の従事者に対する、虐待の防止のための研修の定期的な実施 

 ④虐待の防止のための外を適切に実施するための担当者を置く 
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 これらの「高齢者虐待防止措置」は、全ての養介護施設事業所の運営規程に定めて 

おかなければならない事項です。 

自治体が実施する集団指導や運営指導を通じて、自治体が各養介護施設等に対し、 

 自己点検を励行するとともに、養介護施設等は、適切なケアマネジメントやサービス 

 提供、高齢者虐待の防止と早期発見に向けて取組む必要があります。 

  なお、養介護施設等における高齢者虐待防止措置等の虐待防止に資する体制整備の 

 取組については、下記報告書及び報告書別冊を参照してください。 

 

令和３年度老人保健事業推進費等補助金「介護保険施設・事業所における高齢者虐待防止に 

資する体制整備の状況等に関する調査研究事業」報告書及び報告書別冊（令和４年３月、 

社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター） 

 

２）管理職・職員の研修、資質向上 

 

  養介護施設従事者等による高齢者虐待を防止するためには、ケアの技術や知識が 

 不可欠で、研修によって職員自らが意識を高め、実践につなげることが重要です。 

  養介護施設等は、定期的に高齢者虐待の防止や、身体的拘束等に係る取組の適正 

 化に関する研修の実施やケア技術の向上を目指す研修を実施するとともに、市町村 

 や都道府県における研修等の機会を活用するなど、養介護施設従事者等の資質を 

 向上させるために取り組む必要があります。 

  また、養介護施設従事者等による高齢者虐待には、直接介護サービスに従事しない 

施設長などの管理職や事務職員なども含め、施設・事業所全体での取組が重要です。 

具体的な取組の例としては、以下のようなものが挙げられます。 

 

  ①基準省令等により、頻度・対象等を含めて実施する事が明確に求められている 

   研修（高齢者虐待防止、身体拘束等の適正化、認知症介護基礎研修等）の実施 

  ②認知症介護その他の介護技術等、サービスの提供の基本となる内容に関する 

   研修の実施及びＯＪＴの充実 

  ③自治体等が開催する高齢者虐待防止・身体的拘束等の適正化等に関する研修等 

   への積極的な参加、認知症介護実践研修等への計画的な職員の派遣 



 

55 

 

  ④職員のストレス対策、ハラスメント対策等、職員の負担軽減や、より良い職場 

づくりに関する研修等の実施 

 このほか、特に居宅系サービスなど養護者との接点が多い事業所では、養護者による 

高齢者虐待や、養護・被養護の関係にない高齢者への虐待、セルフ・ネグレスト、消費 

者被害などの発見・対応等についても研修内容に含めることが望ましいです。 

 

３）開かれた組織運営 

 

  養介護施設等が介護サービスを提供する場面では、どうしても外部から閉ざされた 

環境になりやすく、虐待等が発生しても発見が遅れたり、相談・通報されにくくなる 

可能性があります。養介護施設等にとってマイナスと思われる事案が発生した場合に、 

職員等が気づき、迅速に上司に報告できるような風通しの良い組織運営を図るととも 

に、第三者である外部の目を積極的に入れることが重要です。 

 具体的には、福祉サービス第三者評価等の外部評価、情報公表、運営推進会議等の中 

で、積極的にサービスの運営状況への評価を受け、その内容を活かしていくことが求め 

られます。また、地域住民等との積極的な交流を行う等、外部に開かれた施設となる 

ことを促したり、地域支援事業の地域自立生活支援事業における「介護サービス等の質 

の向上に資する事業」（介護サービス相談員派遣事業）を積極的に活用することで、 

身体的拘束等の虐待事案の端緒をつかむことも有効です。 

 なお、「介護サービス等の質の向上に資する事業」の詳細については、「介護サービ 

ス相談員派遣等事業の実施について」（平成１８年５月２４日老計発０５２４第１号） 

を参考にしてください。 

 

４）苦情処理体制 

 

  養介護施設等においては、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を 

講じなければならないことが、高齢者虐待防止法第２０条に虐待防止措置義務として 

明記されており、基準省令等にも規定しています。 

 養介護施設等は、苦情がサービスの質の向上を図るうえでの重要な情報であるととも 

に、虐待の発生に関する情報把握の端緒にもなり得るとの認識に立ち、苦情の内容を 
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踏まえたサービスの質の向上に向けた取組を自ら実施するとともに、利用者等に継続 

して相談窓口の周知を図るなど、適切な苦情処理のための取組の実施が求められます。 

 

５）組織・運営 

 

  養介護施設従事者等による高齢者虐待は、虐待を行った職員個人の知識や技術、 

ストレスなどが直接的な要因となって発生している場合も考えられますが、その背景 

には組織・運営面における課題があると考えることが重要です。 

 養介護施設等の管理者には、日頃から養介護施設従事者等の状況、職場環境の問題等 

の把握に努めるとともに、必要に応じ養介護施設等を運営する法人の業務管理責任者に 

報告し、助言や指導を受けるなどの対応が求められます。 

 また、管理者自身が、高齢者虐待防止法及び関係省令について理解し、適切な取組を 

主導していくことが必要であるため、管理者自身の（外部）研修受講等の取組も求めら 

れます。そして内部監査を活用するなどし、虐待を行う職員個人の問題に帰するのでは 

なく、組織の問題として捉え、定期的に業務管理体制についてチェックし、見直すこと 

も重要です。 

 

 

 

 

              

 

 


